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 ０１ 
多 様 な 都 市 機 能 が 交 わ る “ 都 市 の 節 点 ”

鉄道駅や商業集積地、行政・医療・文化などの公共機能が集中する都市機能中枢域では、人の移
動や滞在、活動が密度高く交錯します。 
この都市デザインモデルでは、都市機能が単に集まるのではなく、多様な活動ができる建物と公
共空間のトータルデザインによって、人々が自然に集まり、回遊し、さらなる活動と魅力を生み
出します。 



 

 

加賀周辺では、体育館・庭球場・図書館・公
園といった目的地となる区立施設や教育・医
療施設などが集まり、石神井川の緑道によっ
て、回遊性が高められています。 

土地利用転換によるマンション開発や公共
施設の更新において、地域との協議などによ
り、良好な街並み景観や広場空間の創出が誘
導され、自然・歴史・文化が調和する高質で
魅力ある都市空間が生まれています。 

魅力的な空間が集まることで、多様な人々が、 
「緑道を散歩する」「ベンチに座る」「本を借りる」「テニスをする」「公園で遊ぶ」「歴史を学ぶ」
など、自由に都市活動を行い、集まり、重なり、持続的な魅力が生まれます。 



 

０２ 
地 域 資 源 と 活 動 を つ な ぐ “ 都 市 の 結 線 ”

鉄道や街道、河川、緑道などの線的な要素は、地域を通り、点と点を結び、流れを生みます。 
この都市デザインモデルでは、沿道の街並みの統一感、公園や緑道、道路空間などのウォーカブ
ルな空間形成、目的地の円滑な移動、公共空間でのイベントや活動の連鎖などを通じて、地域の
回遊性と一体感を生み出します。 



 

 

上板橋駅周辺では、宿場や駅を結ぶ川越街道や
富士見街道、東武東上線が東西へ伸びており、
南北で分かれて、商店街や住宅地が発展してい
ます。 

中央図書館のみどり空間の高質化や南口駅前
広場の整備による新たなみどりによって、五本
けやき、都立城北中央公園のみどりが強く結ば
れるとともに、駅まち空間や商店街沿道の良好
な街並み、ウォーカブルな空間、魅力的な鉄道
沿道整備、次世代モビリティの活用などによ
り、地域資源がつながり、回遊性が生まれます。 

回遊性が高まることで、「ひと駅歩く」「商店街を食べ歩く」「シェアサイクルで移動する」「公園
までランニングする」などの都市活動が連鎖し、エリアを超えたつながりが波及していきます。 



 

 ０３  

ひろがりが混ざり合い、くらしの質と共助を育む、“都市の場面”

大規模住宅団地、荒川河川敷、産業の集積、みどりに囲まれた公共空間など、成熟したまちには、
地域のくらしと歴史がにじむ多様な“場面”があります。 
この都市デザインモデルでは、都市空間のゆとりやみどりを活かして、それぞれの“場面”が融合
することで、地域の関係性を深め、支え合い、活動が生まれる土壌を育むことで、次世代へ継承
していきます。 



 

 

新河岸・高島平周辺では、計画的に河川や鉄道、
道路、緑道、住宅が整備され、荒川河川敷、工業
系用途、住居系用途、板橋崖線が帯状に広がり、
都市が育まれてきました。 

UR 高島平団地と公共空間の再整備、デッキネッ
トワークの整備などの都市再生や荒川河川敷の
魅力的な空間整備により、新たな価値を創出す
ることで、多様な人々の活動において、「お店で
買い物をする」「広場のマルシェに参加する」「川 
川敷で運動する」「工場で働く」「学校で学ぶ」といった行動が変化し、それぞれの地域をつなぐ
流れを生み出します。 
こうした日常のつながりが、多様な地域活動に発展して交流が広がり、災害時の支え合いにも寄
与するコミュニティとなり、安心・安全につながっていきます。 
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１ 都市づくりビジョン改定の検討体制・経緯  

１－１  都市づくりビジョン改定の検討体制  

以下の体制のもと、改定の検討を行いました。 

組織名 構成 役割 位置づけ 

板橋区都市づくり 

ビジョン改定部会 

板橋区都市計画

審議会委員 

板橋区都市計画

審議会専門委員 

板橋区都市計画審議会の下部組織

で、板橋区都市づくりビジョンの改

定にあたり、都市計画などの専門的

な知見から調査審議を行い、その経

過及び結果を板橋区都市計画審議

会に報告する。 

東京都板橋区
都市計画審議
会条例第２条
及び第８条 

板橋区都市づくり 

ビジョン計画推進会議 

都市整備部長 

関係所管課長 

都市づくりビジョンの改定にあた

り、関係部署が連携し、庁内横断的

な取組を効果的、かつ円滑に推進す

るための調査・検討を行う。 

板橋区都市づ
くりビジョン
計画推進会議
設置要綱 

板橋区都市づくり 

ビジョン計画推進会議 

担当者会 

都市計画課長 

関係所管係長 

板橋区都市づくりビジョン計画推

進会議の下部組織で、実務レベルの

調査・調整を行う。 

板橋区都市づ
くりビジョン
計画推進会議
設置要綱 

  

板橋区都市計画審議会 

板橋区都市づくりビジョン 

改定部会 

庁内検討体制 

報告・意見 

検討依頼 

・パブリックコメント・住民説明会 

・関係団体のヒアリング など 

庁議（経営戦略会議） 

板橋区都市づくりビジョン 

計画推進会議庁内検討部会 

（課長級の会議体） 

板橋区都市づくりビジョン 

計画推進会議庁内検討部会 

WG（係長級の会議体） 

区民意見の反映 

答申 

提案 

付議 
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１－２  板橋区都市づくりビジョン改定部会  

（１）東京都板橋区都市計画審議会 条例及び規則（抜粋） 

１）東京都板橋区都市計画審議会条例  

（部会） 

第８条 審議会は、特定の事項を調査審議させるため必要があるときは、部会を置くことがで

きる。 

２）東京都板橋区都市計画審議会条例施行規則  

（部会） 

第６条 条例第８条に規定する部会は、審議会の会長が指名する委員、臨時委員及び専門委員

をもって組織する。  

（部会長） 

第７条 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により、これを定める。 

２ 部会長は、部会を招集し、部会の事務を掌理し、並びに部会の調査審議の経過及び結果を

審議会に報告する。 

３ 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

 

（２）委員名簿 

令和６（2024）・令和７（2025）年度 

東京都板橋区都市計画審議会板橋区都市づくりビジョン改定部会 

  氏 名 所 属  

 大沢 昌玄 日本大学 理工学部 教授 
東京都板橋区都市計画審議会 
専門委員 

 坂井 文 東京都市大学 都市生活学部 教授 東京都板橋区都市計画審議会委員 

 佐藤 伸朗 
㈱建設資源広域利用センター 代表取締役社長 

元東京都技監 
東京都板橋区都市計画審議会委員 

◎ 中井 検裕 東京科学大学 名誉教授 
東京都板橋区都市計画審議会 
専門委員 

 藤井 さやか 筑波大学 システム情報系 教授 東京都板橋区都市計画審議会委員 

 村上 正浩 工学院大学 建築学部 教授 
東京都板橋区都市計画審議会 
専門委員 

 村山 顕人 東京大学大学院 教授 
東京都板橋区都市計画審議会 
専門委員 

○ 森本 章倫 早稲田大学 創造理工学部 教授 東京都板橋区都市計画審議会委員 

（名簿は氏名の五十音順） 
（◎：部会長、○：部会長代理） 
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１－３  板橋区都市づくりビジョン計画推進会議庁内検討部会  

（１）板橋区都市づくりビジョン計画推進会議庁内検討部会設置要領 

（令和５年 11月２日 都市整備部長決定） 

 

（目的） 

第１条 この要領は、板橋区都市づくりビジョン計画推進会議設置要綱（以下、「要綱」という。）

第３条第５項に基づき、都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 18条の２第１項により策定

した、板橋区都市づくりビジョン（平成 30年３月 16日策定。以下「都市づくりビジョン」と

いう。）の改定を検討するに当たり、関係部署が連携し、庁内横断的な取組を効果的、かつ、円

滑に進めることを目的とした板橋区都市づくりビジョン計画推進会議庁内検討部会（以下「庁

内検討部会」という。）の設置に関し必要な事項を定める。 

 

（所掌） 

第２条 庁内検討部会は、次の事項について検討を行う。 

（１）都市づくりビジョンの改定の検討 

（２）その他、庁内検討部会が目的を達成するために必要な事項 

 

（組織） 

第３条 庁内検討部会は、別表に定める職員で構成する。なお、任期は都市づくりビジョンの改

定までとする。（令和８年３月予定） 

２ 会長は、都市整備部長の職にある者を充てるものとし、その職務は次に掲げるとおりとする。 

（１）会長は、庁内検討部会を招集するとともに主宰する。 

（２）会長は、必要と認めたときは、別表に定める職員の他に関係職員を出席させ、意見を聴く

ことができる。 

３ 会長が欠けたとき又は事故があるときは、副会長が会長の職務を行う。 

４ 副会長は、都市計画課長の職にある者を充てる。 

５ 庁内検討部会の運営に当たり、実務レベルの調整を行う下部組織として、要綱第３条第６項

に基づくＷＧ（ワーキンググループ）を設置し、その構成は別表に定める職員が指定する係長

級の職にある者を充てる。 

 

（事務局） 

第４条 庁内検討部会の事務局は、都市整備部都市計画課に置く。 

 

（その他） 

第５条 この要領に定めるもののほか、庁内検討部会の運営に関し必要な事項については、会長

が別に定める。 

 

   付 則 

この要領は、決定日から施行する。  
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（別 表） 

会長 都市整備部長  

副会長 都市整備部 都市計画課長 

 都市整備部 建築指導課長 

 都市整備部 建築安全課長 

 都市整備部 住宅政策課長 

 まちづくり推進室 まちづくり調整課長 

 まちづくり推進室 地区整備課長 

 まちづくり推進室 鉄道立体化推進課長 

 まちづくり推進室 高島平まちづくり推進課長 

 政策経営部 政策企画課長 

 政策経営部 施設経営課長 

 総務部 総務課長 

 危機管理部 防災危機管理課長 

 区民文化部 地域振興課長 

 産業経済部 産業振興課長 

 産業経済部 くらしと観光課長 

 産業経済部 赤塚支所長 

 健康生きがい部 長寿社会推進課長 

 健康生きがい部 おとしより保健福祉センター所長 

 福祉部 障がい政策課長 

 子ども家庭部 子ども政策課長 

 資源環境部 環境政策課長 

 土木部 土木計画・交通安全課長 

 土木部 管理課長 

 土木部 工事設計課長 

 土木部 みどりと公園課長 

 土木部 かわまちづくり計画担当課長 

 教育委員会事務局 新しい学校づくり課長 

 教育委員会事務局 生涯学習課長 

 教育委員会事務局 史跡公園担当課長 
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１－４  板橋区都市づくりビジョン改定の経緯  

改定にあたり、以下の各種会議、パブリックコメント・住民説明会などで広く意見を伺いなが

ら策定しました。 

 
庁内検討部会 

（課長級） 
都市づくりビジョン 

改定部会 
庁議 

（経営戦略会議） 
区議会 

（都市建設委員会） 
都市計画 
審議会 

策定 
工程 

令
和
５

(
2

0
2

3
)

年
度 

８月９日(水)～９月４日(月) 板橋区都市づくりビジョンに関するアンケート調査 

改
定
方
針 

11 月 30 日(木)     

  １月 23 日(火)   

   ２月 16 日(金)  

    ３月 26 日(火) 

令
和
６(

2
0

2
4

)

年
度 

 
５月 27 日(月) 
５月 31 日(金) 

   

骨
子
案 

７月 18 日(木)     

 ８月６日(火)    

  ９月３日(火)   

   ９月 26 日(木)  

９月 28日(土)～10月 30日(水) パブリックコメント・住民説明会（８エリア別に８回） 

    11 月 12 日(火) 

 10 月 29 日(火)    

素
案 

12 月６日(金)     

 12 月 20 日(金)    

  １月 14 日(火)   

    １月 27 日(月) 

   ２月 17 日(月)  

 ３月７日(金)    

令
和
７(

2
0

2
5

)

年
度 

４月２１日（月）～４月２５日（金） オープンハウス型説明会（区役所１階） 

 ５月 27 日(火)    

改
定
案 

７月８日(火)     

 ７月 15 日(火)    

 ９月 30 日(火)    

  10 月 21 日(火)   

    10 月 29 日(水) 

   11 月６日(木)  

11月８日(土)～11月 28日(木) パブリックコメント・住民説明会（８エリア別に 12回） 

12 月 18 日(木)     

最
終
案 

 1 月９日(金)    

  １月 20 日(火)   

   ２月 17 日(火)  

    ３月 26 日(金) 
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１－５  まちづくり協議会などへの意見収集  

改定にあたり、以下の関連する団体などから意見を伺いながら策定しました。 

ヒアリング対象 実施方法 実施日 

ま
ち
づ
く
り
協
議
会 

加賀まちづくり協議会 対面 

令和６(2024)年 ５月 15日 

令和６(2024)年 11月 20日 

令和７(2025)年 ４月 16日 

令和７(2025)年 ６月 18日 

令和７(2025)年 11月 19日 

新河岸二丁目工業地域まちづくり協議会 対面 
令和６(2024)年 11月 25日 

令和７(2025)年 ６月 10日 

ときわ台しゃれ街協議会 対面 

令和６(2024)年 11月 25日 

令和７(2025)年 ５月 ７日 

令和７(2025)年 12月 15日 

中台二丁目北地区まちづくり協議会 対面 

令和６(2024)年 ５月 10日 

令和６(2024)年 10月 ９日 

令和７(2025)年 ３月 21日 

令和７(2025)年 12月 ８日 

関
係
団
体 

東京都建築士事務所協会板橋支部 対面 

令和６(2024)年 11月 22日 

令和７(2025)年 ２月 21日 

令和７(2025)年 11月 26日 

板橋区商店街連合会 対面 
令和６(2024)年 11月 21日 

令和７(2025)年 11月 20日 

板橋区町会連合会 対面 
令和６(2024)年 ９月 ２日 

令和７(2025)年 10月 ２日 

学
生 

淑徳大学の学生 対面 令和７(2025)年 ７月 31日 

大東文化大学の学生 対面 令和７(2025)年 ６月 ５日 

帝京大学の学生 
アンケート

形式 

令和７(2025)年 ５月 27日 

～７月 18日 

東京家政大学の学生 対面 令和７(2025)年 ７月 １日 

東洋大学の学生 対面 
令和７(2025)年 ５月 22日 

令和７(2025)年 ６月 19日 

日本大学の学生 対面 令和７(2025)年 ６月 13日 

いたばし子どもワークショップ 対面 
令和６(2024)年 ８月 28日 

令和７(2025)年 ８月 ６日 
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２ 板橋区都市づくり推進条例の概要 

区では、「板橋区都市づくりビジョン（都市計画の基本的な方針）」の実現に寄与することを目

的とし、区民・事業者・区が連携した協働の都市づくりを推進する制度として、令和２（2020）

年 10 月に「東京都板橋区都市づくり推進条例」を制定し、令和３（2021）年４月から施行して

います。 

  

地区計画申出制度

都市計画・景観計画提案制度

まちづくり
憲章※1

地 区
ガイドライン※２

区 民 等
地
区
計
画
制
度

気づき

機運醸成

申出

提案

登録

登録

組織育成 ルール検討 自立活動支援

届出まちづくり協議会 登録まちづくり協議会 承認まちづくり協議会

都市計画審議会へ付議 ⇒ 決定

都市計画審議会へ付議 ⇒ 決定

① 地区計画制度の活用をめざすまちづくり協議会の
段階分け及び支援の対応 等

②

地
区
計
画
を
め
ざ
す

選
択
肢
の
拡
大

② 都市づくりのルール（地区ガイドライン・まちづくり憲章）の登録

※１：地域の都市づくりの目標及び方針を定めるもの

※２：地域の都市づくりの自主的な取決めを定めるもの

１ 地区計画制度を活用した都市づくり

２ 区民発意の都市づくりを促進するための制度

① 地区計画制度の活用をめざすまちづくり協議会の支援
② 区民発意による都市づくり手続きの整序化

区民が思うまちの課題を解決するために、区民に寄り添ったきめ細かな都市づくりが求められてい
る。このようなことから、区民が考えている都市計画に関する事柄の「まちの課題」を解決するために、
地区計画を提案できる制度を充実した。

大規模な土地の土地利用転換による、公
共需要の変化や周辺環境への影響に対応
するための制度

➤大規模土地取引等に対する土地所有者
からの事前届出の実施

➤土地利用転換に係る土地所有者と区の
協議機会の確保

➤近接する工場や作業所等の操業環境に
配慮するための取組の実施

区民発意による都市づくりの促進に係る制度【条例12条～30条】

大規模土地取引行為等の届出に係る制度【条例31～39条】

【基本的な概念図】

売主

区

買主

③②の要望
の伝達

「板橋区都市づくりビジョン（都市計画の基本的な方針）」の実現に寄与することを目的として、区民・
事業者・区が連携した協働の都市づくりを推進するため条例を制定する。

条例の目的【条例１条】

まちづくり
協議会
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その他の条例に定める事項

都市づくりの基本理念【条例３条】

⑴都市づくりは、「板橋区都市づくりビジョン」等
を踏まえたものとする。

⑵区をより良いまちとするため、区民等、事業者
及び区がそれぞれの役割を認識し、協働で都
市づくりに取組む。

区民等の役割、事業者・区の責務【条例4～6条】

区民等の役割
➤都市づくりの基本理念を理解し、その実現に

向けて協力するよう努める。
➤地域における良好な環境や地域の価値の維

持・向上に努める。

事業者の責務
➤都市づくりの基本理念に基づき、積極的に社

会貢献を果たすように努め、区の都市づくり
の施策に協力する。

➤開発事業が地域に与える影響に配慮し、近隣
の関係区民への十分な説明を行い、理解を得
るよう努める。

➤開発事業を地域における良好な環境や地域の
価値の維持・向上に貢献させる。

区の責務
➤都市づくりの推進に向けて必要な調査、計画

の立案を行い計画的に都市づくりを実施する。
➤都市づくりの基本理念に基づき、区民及び事

業者との協働による都市づくりを推進するよ
う努める。

➤都市づくりの推進に向け、区に、東京都などへ
の協力要請等、必要な措置を講じる。

➤大学の研究・教育機関等との交流を図り、これ
らの機関の協力を得ながら、都市づくりに努
める。

地域価値向上活動の促進【条例7条】

地域の価値の維持・向上に資する区民等及び事
業者による主体的な活動（地域価値向上活動）
を促進するため、必要な措置を講じる。
【規則で定める】
・公開空地等の活用
・都市再生推進法人の指定

都市づくり専門家会議【条例8条】

都市づくりに関する専門的な知識を有する者で
構成される都市づくり専門家会議を設置する。
【規則で定める】
・「板橋区都市づくりビジョン」の変更
・都市づくり推進地区に準ずる地区の指定
・まちづくり憲章の登録
・地区ガイドラインの登録
・地区計画等の素案の申出
・都市計画、景観計画の提案
・都市再生整備計画に係る事項
・都市再生推進法人の指定

都市づくり推進地区等【条例11条】

⑴区は、「板橋区都市づくりビジョン」に定める
都市づくり推進地区の都市づくりを優先的に
推進する。

⑵区は、新たに政策的に都市づくりの取組が必
要と認める区域を、都市づくり推進地区に準
ずる地区として指定することができる。

都市計画の案の作成手続き
➤都市計画法第16条第１項の規定に基づき、都

市計画の案の作成における住民意見を反映
させるために必要な措置を講ずる旨を条例に
規定する。

【規則で定める】
・公聴会・公聴会に代わる説明会の開催方法及
び手続き

地区計画等の案の作成手続き
➤都市計画法第16条第２項の規定に基づき、条

例に委任されている事項について規定する。
・原案の公告
・原案の縦覧期間
・意見書の提出について

都市計画の案の作成手続き【条例29・30条】

都市計画の基本的な方針【条例9・10条】

➤適時適切に都市計画の基本的な方針を変更
する。

➤変更に当たっては都市計画審議会の議を経る。

①大規模土地取引行為の届出【条例31条】

〈 対象 〉・敷地面積2,000㎡以上の土地取引を

予定する者

②区から土地利用に対する要望【条例32条】

〈 対象 〉・敷地面積5,000㎡以上の土地取引

・延べ面積10,000㎡以上の建築が

見込まれる土地の土地取引

④大規模土地利用構想の届出【条例33条】

〈 対象 〉・敷地面積5,000㎡以上の開発を予定

・延べ面積10,000㎡以上が見込まれ

る建築物の建築を予定

⑤区から土地利用構想に対する要望・調整

【条例34条】

〈 対象 〉大規模土地利用構想届出者

売主の手続き 買主の手続き

③売主から買主への要望の伝達【条例32条】
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３ 都市機能の例示 

本計画において、都市機能誘導として記載している「商業」「業務」「文化・交流施設」「生活支

援」の用途について具体的な例示は以下のとおりです。 

 

■商業施設 

□物品販売業を営む店舗：百貨店、スーパーその他これらに類するもの 

□飲食店、アンテナショップ 

□商業機能を補完する専門店、ショッピングモール、商業アミューズメント施設 

（ただし、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の許可を要するものを

除く） 

 

■業務施設 

□事務所、官公庁施設、その他これらに類するもの 

□交番、消防団詰所、その他これらに類するもの 

 

■文化・交流施設 

□会議施設：（国際）会議場、貸会議室、その他これらに類するもの 

□集会施設：地域コミュニティ施設、多目的ホール、その他これらに類するもの 

□文化施設：劇場、映画館、美術館、博物館、図書館、歴史的建造物等保全・活用施設、

その他これらに類するもの 

□公開を目的とした施設：ショ－ルーム、メディアセンター、その他これらに類するもの 

□宿泊施設 

□教育施設：大学、ビジネススクール、カルチャースクール、インターナショナルスクー

ル、その他これらに類するもの 

□運動施設：スポーツクラブ、ランニングステーション、サイクルステーション、その他

これらに類するもの 

□観光施設：観光案内所、情報発信施設、ムスリムなど多様な文化や習慣に配慮した施設、

その他これらに類するもの 

□交通関連施設：バス待合所、船待合所、その他これらに類するもの 

□常時一般に開放される建築物の部分：屋内貫通通路その他これらに類するもの 

□エリアマネジメント活動に資する施設：エリアマネジメント活動団体の事務所、その他

これらに類するもの 

□生物多様性に関する普及啓発、展示、環境教育を行う施設、その他これらに類するもの 

 

■生活支援施設 

□医療施設：病院、診療所、調剤薬局 

□サービス施設：区役所窓口、郵便局、銀行の支店、旅行代理店、損保代理店、その他こ

れらに類するもの 

□日用品の販売を主たる目的とする店舗：コンビニエンスストア、その他これらに類する

もの 

□子育て支援施設、高齢者福祉施設、元気高齢者の交流施設、社会福祉施設、その他これ

らに類するもの  
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４ 令和５年度都市づくりビジョン アンケート調査結果 

計画改定に向けて、地域の魅力やつよみ、課題を把握するため、定住意向や居住地の満足度・

重要度、よく行く地域などについてアンケート調査を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回収率回収数対象数調査方法調査期間調査対象

35.2％1,055票3,000人郵送配布
郵送・WEB併用回収

令和５(2023)年
７月13日～９月４日

区在住15歳以上
個人無作為抽出

372票区HP・公式SNSで告知
WEB回収

令和５(2023)年
８月23日～９月15日

区内在住者

42.3%1,427票3,372人合計

問１ 回答者の属性

5位4位3位2位1位設問
男性 41.7％女性 56.3％①性別

70代 13.0％60代 15.5％30 16.9％50代 17.4％40代 18.1％②年齢

大谷口向原
9.3％

赤塚成増
9.4％

上板橋常盤台
14.8％

板橋大山
18.4％

小豆沢志村
23.7％

③町丁目

5～10年
10.7％

1～5年
14.1％

10～20年
17.7％

出生時から
19.9％

20年以上
34.1％

④居住年数

三世帯
3.4％

二世帯（親）
17.1％

単身
17.3％

夫婦
22.9％

二世帯（子）
35.5％

⑤世帯構成

未就学児
14.0％

小中学生以外
16.8％

小中学生
18.2％

65歳以上
21.1％

配偶者等
37.1％

⑥同居人

賃貸戸建て
1.8％

公的賃貸
7.5％

賃貸集合
23.6％

持ち家集合
32.0％

持ち家戸建て
32.0％

⑦住居形態

専業主婦主夫
9.4％

学生
9.6％

無職
13.1％

アルバイト
13.2％

会社員等
46.4％

⑧職業

志村三丁目駅
5.1％

東武練馬駅
5.5％

小竹向原駅
5.7％

高島平駅
5.9％

上板橋駅
6.7％

⑨鉄道駅

バス
3.9％

自転車
11.0％

徒歩
82.4％

⑩駅までの
交通手段

20分以上
4.1％

5分未満
19.0％

10～20分
28.5％

5～10分
47.8％

⑪徒歩時間
(自宅～駅)

区内
24.0％

通勤通学なし
24.2％

区外
48.6％

⑫通勤通学先

バス 2.4％自動車 4.5％徒歩 10.5％自転車 15.0％電車 65.7％⑬移動手段

10分未満
8.6％

60分以上
18.0％

10～30分
25.7％

30～60分
46.5％

⑭通勤
通学時間

テレワーク増
21.9％

宅配利用増
23.5％

近隣の店舗利用
増 25.1％

変わりがない
28.7％

人混みに行きづ
らい 39.7％

⑮コロナ禍
前後の変化

問３ 板橋区への定住意向

5位4位3位2位1位
移り住みたい

15.1％
区内に住み続けたい

83.2％

➤区外に移り住みたい理由（自由記述を類型）

生活環境の変化
11.6％

安心安全 12.0％賑わい 19.9％交通環境 19.9％生活環境 20.8％

➤区外に移り住みたい場所（自由記述を類型）

神奈川県
1.4％

千葉県
2.8％

都23区以外
2.8％

埼玉県
9.3％

東京都23区
45.4％

問２ 現在お住まいの地域を選んだ理由

5位4位3位2位1位

消費生活が
便利なため

19.8％

生まれてから
住んでいる

23.0％

不動産価格や家賃が
手頃で良質な物件が
あるため 24.2％

家族や親戚が近くに
住んでいるため

25.9％

通勤・通学や暮らしに
便利な道路交通網があ
るため 33.6％
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⑮
道
路
沿
道
の
街
路
樹
な
ど
の
緑
化
状
況

⑭
河
川
や
水
辺
の
豊
か
さ

⑬
緑
地
や
公
園
な
ど
ま
と
ま
っ
た
緑
の
豊
か
さ

⑫
居
住
地
周
辺
で
仕
事
や
勉
強
が
で
き
る
場
所
が
あ
る

⑪
病
院
や
診
療
所
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
の
し
や
す
さ

⑩
日
用
品
の
買
い
物
の
し
や
す
さ

⑨
近
く
の
公
園
の
利
用
の
し
や
す
さ

⑧
建
物
な
ど
の
色
彩
や
緑
な
ど
の
街
並
み
景
観
の
よ
さ

⑦
居
住
地
の
住
み
心
地
の
良
さ

⑥
自
転
車
の
走
行
し
や
す
さ

⑤
駅
周
辺
の
駐
輪
場
の
利
用
し
や
す
さ

④
通
勤
の
し
や
す
さ
・
通
学
の
し
や
す
さ

③
最
寄
り
駅
の
利
便
性

②
バ
ス
利
用
や
鉄
道
へ
の
乗
り
換
え
の
し
や
す
さ

①
駅
と
居
住
地
と
の
距
離
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0.00

0.50

1.00

問５ 目的別よく行く区内の地域

5位4位3位2位1位設問

徳丸・西台
10.2％

新河岸・高島平
12.5％

小豆沢・志村
15.0％

上板橋・常盤台
16.9％

板橋・大山
21.2％

①食旅品や日用
品の買い物時

徳丸・西台
9.5％

新河岸・高島平
11.3％

上板橋・常盤台
12.3％

板橋・大山
21.7％

区内にはない
21.9％

②外食など飲食
をする時

区内にはない
9.0％

新河岸・高島平
13.0％

小豆沢・志村
15.3％

上板橋・常盤台
16.4％

板橋・大山
22.1％

③医療や福祉
サービス利用時

赤塚・成増
6.4％

新河岸・高島平
8.4％

上板橋・常盤台
10.9％

板橋・大山
12.2％

区内にはない
42.6％

④趣味や娯楽で
外出する時

小豆沢・志村
10.0％

新河岸・高島平
11.4％

上板橋・常盤台
11.5％

板橋・大山
13.6％

区内にはない
20.9％

⑤公園利用や散
歩などをする時

問６ 区が重点を置いて進めるべきまちづくり

5位4位3位2位1位

子育てがしやすい
まちづくり

38.9％

商店街を活かした
買い物に便利な
まちづくり 41.0％

鉄道・駅を中心に
した交通利便性が
高いまちづくり
43.4％

年をとっても住み
慣れた地域で暮ら
せるまちづくり
50.6％

治安がよく
安心できるまち
づくり 56.3％

問４ 居住地の満足度(折れ線グラフ)／住み続ける上での重要度（棒グラフ）

上位５項目

5位4位3位2位1位設問

バス利用や鉄道へ
の乗り換えのしや
すさ (0.73)

日用品の買
い物のしや
すさ(0.80)

駅と居住地の距
離 (0.81)

通勤のしやす
さ・通学のしや
すさ (0.83)

最寄り駅の利
便性(0.97)

居住地
の
満足度

駅と居住地との距
離(76.0％)

居住地の住
み心地の良
さ(81.1％)

緑地や公園など
まとまった緑の
豊かさ(82.9％)

居住地周辺の
治安の良さ
(85.8％)

日用品の買い
物のしやすさ
(88.8％)

住み続け
る上での
重要度
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５ データ集  

５－１  居住者像（人口・世帯）  

（１）転入・転出の状況 R６(2024)年 

⚫ 転入者数・転出者数ともに 20歳代が最も多く、次いで 30歳代が多くなっています。 

⚫ 区全体では転入者数が転出数を上回っており、10～20 歳代は合計 6,742 人の「転入超過」

となっていますが、そのほかの年齢層は「転出超過」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）人口増減 H21(2010)年→R７(2025)年 

⚫ 新河岸・高島平エリアの総人口は減少しており、他のエリアでは総人口は増加しています。 

⚫ 年少人口をみると、新河岸・高島平エリアに加え、徳丸・西台エリア、上板橋・常盤台エリ

アも減少しています。一方で老年人口はすべてのエリアで増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22.4%

5.5%

-2.8%
-6.7%

0.9%

-22.6%

4.8%
12.5%

2.9%

14.7%

7.7% 5.4%
9.2%

12.1%

-5.1%

11.7%
14.9%

9.4%13.9% 9.1%
13.1%

17.3% 18.5% 19.3%

33.9%

26.4%

17.7%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

年少人口 生産年齢人口 老年人口 総人口

図表：年齢３階級別の人口推移 

出典：総務省「国勢調査（H22～R２）」、板橋区「町丁目別年齢別人口表 R７」より 
※国勢調査の総人口には年齢不詳が含まれており、３階級別人口の総数とは異なりますが、町丁目別年齢人口表では、 

総人口と３階級別人口の総数が一致しているなど、出典元が異なるため参考資料として参照ください。 

図表：社会増減の年齢階級別の状況（2024 年） 
出典：総務省「住民基本台帳移動報告（2024 年）より ※外国人含む、不詳／その他は除く 
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0
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-20,000
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0
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0～9歳 10～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80歳以上

転入者数

転出者数

増減数（右軸）

板橋区全体では「転入超過」 

転入者数 41,295 人 

転出者数 36,027 人 

増 減 数  5,268 人 
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（３）世帯構成 

⚫ 板橋・大山エリアは単独世帯の割合が特に高くなっています。一方で、徳丸・西台エリア、

坂下・舟渡エリアでは核家族世帯の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ ６歳未満の子どものいる世帯は坂下・舟渡エリア、徳丸・西台エリアの順に割合が高く、65

歳以上の高齢者のいる世帯は、新河岸・高島平、坂下・舟渡の順に割合が高くなっていま

す。特に新河岸・高島平エリアは約４割が高齢者のいる世帯となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.7 6.4 5.9
7.3 6.3

4.9

8.1
6.4 6.2

25.6 26.8

31.3
29.9

25.2

39.6

33.0

28.0 29.2

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

6歳未満の世帯員のいる一般世帯 65歳以上の世帯員のいる一般世帯

（%）

図表：６歳未満及び 65 歳以上の世帯員のいる世帯割合（R２） 
 出典：総務省「国勢調査（R２）」より 
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44.3
55.6 54.4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

核家族世帯 核家族以外の世帯 非親族を含む世帯 単独世帯

図表：世帯構成比率（R２） 出典：総務省「国勢調査（R２）」より 
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５－２  現況の比較  

（１）土地利用 

⚫ 荒川河川敷のある新河岸・高島平エリア、坂下・舟渡エリアでは宅地面積が比較的少なく、

また、徳丸・西台エリア、赤塚・成増エリアは農用地が見られます。 

⚫ 宅地内の土地利用割合では、どのエリアも住宅の割合が高くなっており、板橋・大山エリ

アや大谷口・向原エリアは教育文化施設が多く、新河岸・高島平エリアは供給処理施設の

割合が高くなるなどエリアによる特徴がみられます。  
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図表：宅地利用割合（R３）出典：板橋区「R3土地利用現況調査」より 
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（２）公園・緑被 

⚫ 公園面積、緑被面積ともに、荒川河川敷のある新河岸・高島平エリア、坂下・舟渡エリアが

多くなっています。 

⚫ 緑被率は、板橋・大山エリアが最も低く、小豆沢・志村エリアが続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）交通環境 

⚫ 鉄道駅の乗降客数を見ると、大谷口・向原エリアが利用圏として想定される小竹向原駅が

最も多く、次いで板橋駅が多くなっています。一方で、下板橋駅、下赤塚駅、新高島平駅、

西高島平駅の乗降客数が少なくなっています。 
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図表：鉄道駅乗降客数（R５） 出典：東京都「統計年鑑（R５）」より 
※JR 東日本の鉄道駅に関しては「乗車人数×２」を乗降客数として整理しています。 
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図表：緑被率の比較（R６） 
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６ 都市づくり年表 

48 用途地域等の一斉見直し 

53 日影規制の施行 

54 赤塚光が丘における一団地の住宅施設 
・用途地域・高度地区・防火規制の決定・変更 

56 用途地域等の一斉見直し 

58 都区事務移管に伴う高度地区の変更 

60 西徳土地区画整理事業の完了に伴う用途地域・
高度地区・防火規制の変更（西台三丁目地内） 

61 浮間舟渡駅周辺地区地区計画・用途地域 
・特別用途地区・高度地区・防火規制の決定・変更 

 成増北口地区第一種市街地再開発事業 
・高度利用地区・用途地域・高度地区 
・防火規制の決定・変更 

62 四葉二丁目・徳丸八丁目地区地区計画 
・用途地域・高度地区・防火規制の決定・変更 

 浮間舟渡駅周辺南地区地区計画・用途地域 
・特別用途地区・高度地区・防火規制の決定・変更 

1 まちづくり・いたばし 21＊の策定 

 用途地域等の一斉見直し 

 主要幹線道路沿いの路線指定を 20ｍから 30ｍ
に変更し、あわせて防火地域の区域も変更 

 環状７号線沿道地区計画の決定 

2 環状第７号線沿道不燃化促進事業の決定に 
伴う高度地区の変更 

 環状８号線 A 地区沿道地区計画・用途地域 
・高度地区・防火規制の決定・変更 

 住宅市街地総合整備事業 密集市街地整備型
開始（上板橋駅南口地区、仲宿地区） 

3 成増駅北口第二地区市街地再開発促進区域 
・高度利用地区の変更 

 川越街道不燃化促進事業（環７～練馬区）の 
決定に伴う高度地区の変更 

 桜川三丁目補助第 234 号線沿道地区地区計画 
・用途地域・高度地区・防火規制の決定・変更 

 防災生活圏促進事業開始 
（仲町、弥生町、南常盤台一丁目地区） 

4 生産緑地地区の決定（当初指定） 

 環状第８号線・補助第 249 号線の変更に伴う 
用途地域・高度地区の変更 

5 川越街道不燃化促進事業（環７～豊島区）の 
決定に伴う高度地区の変更 

 住宅市街地総合整備事業 密集市街地型開始 
（大谷口地区・若木地区） 

6 環状８号線 B 地区沿道整備計画・用途地域の 
決定・変更 

 環状第８号線不燃化促進事業（相生町～北区）
の決定に伴う高度地区・防火規制の変更 

7 舟渡三丁目地区地区計画の決定 

8 用途地域等の一斉見直し 

 住宅市街地総合整備事業 密集市街地整備型
開始（前野町地区） 

9 西台一丁目周辺南地区地区計画・用途地域 
・高度地区の決定・変更 

 国道 254 号線（川越街道）A 地区沿道地区計画
の決定 

  

 
10 いたばしタウンプランニング 21（第 1 次）策定 

 中山道不燃化促進事業決定に伴う高度地区の
変更 

 浮間舟渡駅前地区第一種市街地再開発事業 
・高度利用地区・地区計画・高度地区の決定・変更 

11 補助第 26 号線不燃化促進事業（川越街道～豊
島区）の決定に伴う用途地域・高度地区 
・防火規制の変更 

 連坦建築物設計制度に基づく高度地区の変更 

13 西台一丁目周辺北地区地区計画・用途地域 
・高度地区の決定・変更 

 住宅市街地総合整備事業 密集市街地整備型
開始（西台一丁目地区） 

14 加賀一・二丁目地区地区計画の決定 

 住宅地区改良事業開始（大谷口上町地区） 

16 用途地域等の一斉見直し 

 新たな防火規制区域（大谷口地区）の指定 

 上板橋駅南口駅前地区第一種市街地再開発事
業・高度利用地区・地区計画・用途地域 
・高度地区・防火規制の決定・変更 

18 板橋三丁目地区防災街区整備事業等の決定 

19 西台二丁目周辺地区地区計画・用途地域 
・高度地区の決定・変更 

 向原三丁目地区地区計画、成増五丁目地区地区
計画の決定、一団地の住宅施設の廃止 

 ときわ台景観ガイドライン運用開始 

20 板橋区都市景観マスタープランの策定 

21 環状第８号線不燃化促進事業（高速５号線～練
馬区）の決定に伴う高度地区・防火規制の変更 

22 中台二丁目北地区地区計画の決定 

23 板橋区都市計画マスタープラン（第２次）策定  

 板橋区景観計画策定 
（板橋崖線軸地区・石神井川軸地区指定） 

 国道 254 号線（川越街道）B 地区沿道地区計画
の決定 

 新河岸二丁目工業地区地区計画の決定 

24 木密地域不燃化 10 年プロジェクト開始 
（池袋西・池袋北・滝野川地域、大谷口周辺地域） 

25 新たな防火規制区域（板橋三丁目、仲宿、本町
地区）の指定 

 旧板橋宿周辺地区地区計画の決定 

 景観形成重点地区指定（加賀一・二丁目地区） 

26 大山まちづくり総合計画の策定 

 若木周辺地区まちづくり計画の策定 

 景観形成重点地区指定 
（常盤台一丁目・二丁目地区） 

27 板橋駅西口周辺地区まちづくりプランの策定 

 高島平地域グランドデザインの策定 

 最高限度高度地区（絶対高さ型）の導入 

 敷地面積の最低限度の導入 

 新たな防火規制区域（若木、西台地域）の指定 

 大山駅東地区地区計画の決定 
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29 大谷口一丁目周辺地区地区計画の決定 

向原三丁目地区地区計画の変更 

 大山町クロスポイント周辺地区第一種市街地
再開発事業・高度地区・高度利用地区 
・防火規制・地区計画の決定・変更 

30 赤塚六丁目北地区地区計画の決定 
土地区画整理事業（板橋西部）の変更 

 板橋区都市づくりビジョン（第３次）策定  

31 板橋駅板橋口地区第一種市街地再開発事業 
・高度地区・高度利用地区・地区計画の決定・変更 

 若木二・三丁目地区地区計画の決定 

 板橋駅西口地区第一種市街地再開発事業 
・高度地区・高度利用地区・地区計画の決定・変更 

 補助 82 号線沿道の都市計画の変更 
（最低限度高度地区・防火地域・準防火地域） 

1 若木一・二丁目地区地区計画の決定 

 向原第二住宅地区地区計画・一団地の住宅施設
の決定・変更 

 大山駅付近の鉄道立体化に関する都市計画決定 
（都市高速鉄道・鉄道付属街路・区画街路） 

2 交通政策基本計画の策定 

3 大谷口上町周辺地区地区計画の決定 

 特別工業地区の変更 
（都市型産業育成地区に変更） 

 板橋駅西口周辺地区地区計画の決定 
板橋駅板橋口地区・板橋駅西口地区の地区計画
の変更（廃止） 

4 新たな防火規制区域の指定（清水・蓮沼） 

 大山町ピッコロスクエア周辺地区第一種市街
地再開発事業・高度地区・高度利用地区 
・防火規制・地区計画の決定・変更 

 舟渡四丁目南地区地区計画・高度地区 
・高度利用地区の決定・変更 

5 用途地域等の一括変更 

6 西北部流通業務団地の変更 

7 高島平二・三丁目周辺地区地区計画の決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 用語説明 

― あ ― 

アーバンデザインセンター・アーバンデザインセン

ター高島平（UDCTak） 

千葉県柏市に平成 18（2006）年に設立された「柏の

葉アーバンデザインセンター（UDCK）」から始まっ

た、民・学・公連携のまちづくりの仕組みです。特

徴は、明確なビジョンを持って活動すること、従来

型のまちづくりの組織体の枠組みを超えた民・学・

公のフラットな連携を志向すること、空間デザイン

に軸足を置き専門性を持つことがあげられます。 

高島平においては、高島平地域グランドデザインの

策定を受け、平成 28（2016）年 11 月にアーバンデ

ザインセンター高島平（UDCTak）を設立しました。 

 

板橋駅西口周辺地区まちづくりプラン 

板橋駅西口周辺地区を区の玄関としてふさわしく、

より良いまちとする望ましいまちのあり方を定め、

地区全体のまちづくりを推進するため、平成

27(2015)年３月に策定された行政計画です。 

 

板橋区基本構想 

将来の望ましいまちの姿を示すものであり、区政の

長期的指針として、区はもとより区民一人ひとりや

地域の様々な団体、関係機関など区内のあらゆる主

体が共有するものです。 

 

板橋区景観計画 

景観形成の基本的な方向性や景観法に基づく諸制

度を活用した施策を示す、平成 23(2011)年８月に

策定された景観形成に関する総合的な計画です。 

 

板橋区交通政策基本計画 

社会情勢の変化や多様化するニーズに対応し、将来

を見据え、令和２(2020)年３月に策定した交通政策

の方向性を定めた計画です。 

 

板橋区都市づくり推進条例 

「板橋区都市づくりビジョン」の実現に寄与し、区

民、事業者及び行政が各々の役割を持ち、協働の都

市づくりを推進するため、令和３（2021）年４月１

日から施行した条例です。 

区民発意による都市づくりの促進制度や、大規模土

地取引行為に係る事前届出制度などを規定してい

ます。 

 

平
成 
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和 
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ウェルビーイング（Well-being） 

世界保健機関（WHO）の憲章で定義された「個人の

権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会

的に良好な状態にあることを意味する概念」のこと

です。 

都市づくりにおいても、健康でくらしやすく、幸福

感を感じられるまちを実現する概念として取り入

れられています。 

 

ウォーカブル 

居心地がよく、出かけて歩きたくなるまちの状態を

表した概念です。まちの空間を「ひと中心」に再編

することで創造的な空間活用や様々な都市サービ

ス・都市活動を展開する取組が進むことにより、都

市生活の質を高めていく効果が期待されています。 

 

エイトライナー構想 

環状第８号線を想定した、北区・板橋区・練馬区・

杉並区・世田谷区・大田区の６区を結ぶ環状鉄道構

想です。 

 

駅まち空間 

駅や駅前広場と周辺の市街地を一体的に捉えた空

間のことです。鉄道事業者、行政、開発事業者、区

民などの様々な関係者がビジョンを共有し、駅周辺

のポテンシャルを最大限効果的に発揮するデザイ

ンや地域の価値を持続的に向上させていくマネジ

メントを展開していくことが期待されています。 

 

エコロジカルネットワーク 

緑地や公園など、生きものが生息・生育する空間が、

適切に配置され、生態系として有機的につながるネ

ットワークのことです。 

 

絵本のまち板橋 

区の友好都市であるイタリア・ボローニャ市との交

流や、印刷産業が多く立地する特徴を活かし、板橋

ならではのブランドとして、絵本文化（文化振興、

産業振興、観光振興、教育活動など）を展開、発信

している取組です。 

 

延焼遮断帯 

地震に伴う市街地火災の延焼を阻止する機能を果

たす道路、河川、鉄道、公園などの都市施設及びこ

れらと近接する耐火建築物などにより構成される

帯状の不燃空間のことです。 

 

大山まちづくり総合計画 

大山駅周辺地区の「将来のまちの姿」を設定し、そ

の実現に向けた都市づくりの取組を位置づけた行

政計画として平成 26(2014)年３月に策定しました。 

 

― か ― 

崖線 

多摩川などの河川や東京湾の海の浸食作用ででき

た崖地の連なりです。崖線の緑は、自然の地形を残

して存在する連続した緑であり、東京の緑の骨格と

なっています。 

 

カーボンニュートラル 

二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」

から、植林、森林管理などによる「吸収量」を差し

引いて、合計を実質的にゼロにすることです。 

 

区市町村の都市計画に関する基本的な方針（都市計

画マスタープラン） 

都市計画法第 18 条の２に基づき、住民に最も近い

区市町村が定める計画です。住民の意見を反映しつ

つ、まちづくりのビジョン（方針）を明らかにする

もので、区市町村が定める都市計画は、この方針に

即したものでなければならないとされています。 

 

区民農園 

区が借りた農地を区民に貸し出し、手軽に野菜や花

づくりを楽しむことができる農園のことです。 

 

グリーンインフラ 

自然環境が有する機能を社会における様々な課題

解決に活用する概念です。 

ハード・ソフト両面において、自然環境が有する防

災・減災、地域振興、環境などの多様な機能を活用

し、持続可能で魅力ある国土・都市・地域づくりを

進める取組です。 

 

グリーンスローモビリティ 

電動により時速 20km 未満で公道を走ることができ

る４人乗り以上の車両やそれによる移動サービス

のことです。導入により、地域が抱える様々な交通

の課題解決や低炭素型交通の確立が期待されます。 

 

景観重要樹木 

景観法に基づく制度のひとつで、景観計画区域（板

橋区の場合は全域）内の良好な景観の形成に重要な

樹木として指定されたものです。 
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建築協定 

建築基準法で定められたまちづくりの手法のひと

つです。まとまった土地の区域内において土地所有

者などの全員の合意により、敷地や建物のルール

（一定の制限）を定めることができます。 

 

高度地区 

都市計画法に基づいて定める土地利用規制（地域地

区）のひとつで、用途地域内において市街地の環境

を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物

の高さの最高限度や最低限度を定めるものです。 

 

コミュニティガーデン 

公園や道路などの公共空間において、周辺住民や事

業者などが花壇整備の計画時からワークショップ

に関わり、自主的に花とみどりを植え育て運営する

仕組みのことです。 

 

コンバージョン 

建物を解体せずに、建物の用途変更を行う大規模改

修のことです。 

 

コワーキングスペース 

「共同、共通(Co)」と「働く(Work)」に「場所（Space）」

を組み合わせた造語です。所属やバックグラウンド

の異なる様々なひとが仕事場として空間を共有す

るだけでなく、利用者が互いに交流を図ることで、

新たなビジネスや都市活動を創造する可能性があ

るといわれています。 

 

― さ ― 

細街路 

幅員が４メートルに満たない狭い生活道路などの

ことです。 

 

サーキュラーエコノミー（循環経済） 

資源を効率的に循環させ、持続可能な社会をつくる

とともに、経済的な成長もめざす「経済システム」

のことです。生産段階から製品の再利用などを視野

に入れた設計により、新しい資源の使用や消費をで

きるだけ抑えるなどの効率的・循環的に利用できる

ようにして、サービスや製品に最大限の付加価値を

つけていく資源の流れをつくるシステムです。 

 

市街地再開発事業 

市街地再開発事業とは、都市再開発法に基づき、市

街地内の老朽木造建築物が密集している地区など

において、細分化された敷地の統合、不燃化された

共同建築物の建築、公園、広場、街路などの公共施

設の整備などを行うことにより、都市における土地

の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を

図ることを目的とした事業のことです。 

 

次世代モビリティ 

先進技術などを活用した新たな交通手段のことで

す。 

代表的な例として、超小型モビリティ（パーソナル

モビリティとも言い、自動車よりコンパクトで小回

りが利き、地域の手軽な移動の足となる１人～２人

乗り程度の車両）や、多目的モビリティ（グリーン

スローモビリティ（電動により時速 20km 未満で公

道を走ることができる４人乗り以上の車両）など、

地域住民・観光客の手軽な移動やブランディングな

どの多様な目的に資する車両）などが挙げられます。 

 

自動運転 

車の走行・停止などをドライバーによる操作や操縦

を必要とせずに行うことです。わが国では、令和５

(2023)年４月の道路交通法の改正により、特定条件

下での完全自動運転（レベル４／ドライバー・フリ

ー）が可能となっており、社会実装に向けた取組が

進められています。 

 

市民緑地制度 

都市緑地法に基づく制度のひとつで、市街地やその

周辺の樹林地などの所有者と自治体などが契約を

締結し、緑地としての保全や地域への憩いの場の提

供などを行うことを目的としています。 

 

住宅ストック 

過去に建築され、現に存在する既存の住宅（数）の

ことです。 

 

人流データ 

まちのなかで、ひとがいつ、どこに、どのように移

動したかを数値化・可視化したデータのことです。 

 

スマートシティ 

都市の抱える諸課題に対して、ICT などの新技術を

活用しつつ、マネジメント（計画、整備、管理・運

営など）が行われ、全体最適化が図られる持続可能

な都市のことです。 
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スマート農業 

ロボット、AI、IoT などの情報通信技術を活用した

農業のことです。農作業の効率化、農作業の身体の

負担軽減、農業の経営管理の合理化による生産性の

向上などが期待されています。 

 

3D（スリーディー）都市モデル 

地形や建築物、道路、土木構造物などのデータを仮

想の世界（サイバー空間）に再現した三次元データ

のことです。国土交通省では「Project PLATEAU（プ

ラトー）」を推進し、日本全国の都市モデルの整備・

活用・オープンデータ化を進めており、高度な分析

やシミュレーションによって、都市計画の立案や防

災、都市サービスの創出などへの活用が進んでいま

す。 

 

生産緑地地区 

都市計画法に基づく地域地区のひとつで、市街化区

域の農地における緑地機能を保全し、良好な都市環

境の形成を図るために指定します。 

 

生物多様性 

生物多様性とは、自然生態系を構成する豊かな生物

種の多様性とその遺伝子の多様性、そして地域ごと

の様々な生態系の多様性も意味する包括的な概念

です。そして、地球の生態系の中では生物の生死や

エネルギーの流れ、水や物質の循環などの自然界の

動きも視野に入れた考え方です。 

 

ゼロカーボンシティ 

2050 年に二酸化炭素排出量を実質ゼロにすること

をめざす旨を首長自らが又は地方自治体として公

表した地方自治体のことを指します。実質ゼロとは、

二酸化炭素などの温室効果ガスの人為的な発生源

による排出量と、森林などの吸収源による除去量と

の間の均衡を達成することをいいます。 

 

相対的に公共交通サービス水準が低い地域 

区では、鉄道駅から 500ｍ・バス停から 300ｍを超

えた範囲について、相対的に公共交通サービス水準

が低い地域としています。他地域と比較して、鉄道

駅やバス停から離れており、日常的に公共交通が利

用しにくく移動が不便な地域のことです。 

 

― た ― 

高島平地域グランドデザイン 

高島平地域の人の活動を第一義に考える「都市再生

の方向性」を示すもので、高島平地域全体の骨格と

なる「全体構想」と「旧高島第七小学校跡地を含む

区有地の再整備基本計画」の章で構成され、平成

27(2015)年 10 月に策定した行政計画です。 

 

宅地造成等工事規制区域 

市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば

人家などに危害を及ぼしうるエリアのことです。が

け崩れなどの災害を防止するため、区域内の一定規

模以上の切土・盛土を伴う宅地造成工事や土石の堆

積を行うときは、宅地造成及び特定盛土等規制法に

基づく許可が必要となります。 

 

脱炭素社会 

脱炭素とは、二酸化炭素の排出量をゼロにすること

です。二酸化炭素の排出量が、実質的にゼロになっ

た社会が「脱炭素社会」と呼ばれます。 

 

地区計画 

地区のまちの将来像を共有し、実現するために、建

築用途や建築高さなどの地区のまちづくりのルー

ルを定めた計画のことです。 

 

地区防災計画 

災害対策基本法に基づき、地域コミュニティにおけ

る共助による防災活動の推進の観点から、一定の地

区の居住者及び事業者が行う自発的な防災活動に

関して定める計画のことです。 

 

デジタルトランスフォーメーション（DX） 

デジタル技術の活用を進め、課題解決や新たな価値

を創造する取組の総称です。まちづくりの分野では、

ビックデータや次世代の技術を用いて、地域の都市

基盤や社会サービスなどを最適化し、住民の豊かな

生活、多様な暮らし方・働き方を支えていくことを

いいます。 

 

田園住居地域 

農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層

住宅の良好な住環境を保護することを目的として、

都市計画法改正により、平成 30（2018）年４月から

新たに導入された用途地域です。一定の建築制限の

もと、農産物の直場所や、農業の利便を増進するた

めに必要な店舗、飲食店など、低層住居に係る用途

地域では許容されなかった建築が可能となります。 
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東京都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全

の方針（東京都市計画区域マスタープラン） 

都道府県が広域的見地から定める都市計画の基本

方針が都市計画区域マスタープランです。東京都に

おいて、平成 26（2014）年に、「東京の都市づくり

ビジョン（改定）」を踏まえ、政策誘導型の都市づ

くりを推進するため、社会経済情勢の変化や国の動

きなどを反映しつつ策定されました。 

 

特別用途地区 

都市計画法に基づいて定める土地利用規制（地域地

区）のひとつで、土地の特性に合わせて用途地域に

よる制限を補完・強化・緩和するものです。 

 

特別緑地保全地区制度 

豊かな緑を未来へ継承するために、都市において良

好な自然的環境を形成している緑地を都市計画法

に基づく地域地区として指定し、建築行為など一定

の行為を制限する制度です。 

 

都市機能 

商業・業務・文化・交流・生活支援などの都市生活

を送る上で、都市が求められる機能のことです。 

 

都市基盤 

一般的に道路・街路、鉄道、河川、上下水道、エネ

ルギー供給施設、通信施設などの生活・産業基盤や、

学校、病院、公園などの公共施設のことをいいます。 

 

都市計画道路 

都市計画法に基づき都市施設として都市計画決定

した道路のことです。 

 

都市づくりのグランドデザイン 

「2040 年代の東京の都市像とその実現に向けた道

筋について」を踏まえ、平成 29（2017）年に東京都

が策定した、めざすべき東京の都市の姿とその実現

に向けた、都市づくりの基本的な方針と具体的な方

策を示す行政計画です。 

 

都市農業 

市街地及びその周辺の地域において行われる農業

のことです。 

 

特定緊急輸送道路 

「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化

を推進する条例」第７条に基づき、特に耐震化を推

進する必要がある道路として指定した道路です。 

 

土地区画整理事業 

都市計画法に基づく市街地開発事業のひとつで、道

路、公園などの公共施設を整備・改善し、土地の区

画を整え宅地の利用の増進を図る事業です。 

 

土地区画整理事業を施行すべき区域 

無秩序な市街化を防ぎ、緑豊かな住宅地として市街

地を整備するために、緑地地域の廃止により都市計

画決定された区域です。 

 

ドローン 

航空法における「無人航空機」の一種です。「ドロ

ーン」についての法的な定義はありませんが、一般

的には、複数のプロペラを持つ飛行体（マルチコプ

ター）を指します。 

 

― な ― 

農業園 

農業体験を通して、農や自然に触れるレクリエーシ

ョン機能を有する赤塚植物園の一部です。 

 

農業体験学校 

農業に興味を持つ区民が、農業者などによる技術指

導のもと、基礎的な農業技術を習得することを目的

とした基礎学習農園を活用する施設です。 

 

農の風景育成地区 

農地や屋敷林など、農的景観の残るエリアにおいて、

地域のまちづくりと連携しながら農を保全・育成し

ていく地区のことです。東京都が平成 23（2011）年

に創設した「農の風景育成地区制度」に基づいて地

区を指定し、散在する農地を一体の都市計画公園な

どとして計画決定するなど、都市計画手法を積極的

に活用して、農地の保全や、農業者と地域との交流

の活性化などを図るものです。 

 

農のみどり保全重点地区 

板橋区緑の保全方針に定められた「樹林地などの保

全方針」及び「農地の保全方針」に基づき、農地や

屋敷林、樹林地などが集積し、農的な緑の景観の保

全に重点的に取り組むこととして指定された地区

です。現在、徳丸七丁目地区、大門地区、赤塚五丁

目地区、成増四丁目地区が指定されています。 
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― は ― 

パークマネジメント 

誰からもわかりやすい明確な公園の運営方針を定

め、めざすべき姿を実現するために、地域住民・団

体などと連携し、適切な管理運営を継続的に行って

いくことです。区では、公園が本来持つ様々な効果

をより高く発揮させ、公園が地域の魅力となるとと

もに、適切な公園管理により周辺の価値を高めるこ

とをめざしています。 

 

復興事前準備 

国土交通省が作成した「復興まちづくりイメージト

レーニングの手引き」によると、平時から災害が発

生した際のことを想定し、どのような被害が発生し

ても対応できるように、復興に資するソフト的対策

を事前に準備することを言います。 

 

踏切対策基本方針 

踏切対策を促進するため、東京都により平成 16

（2004）年６月に策定された方針です。「重点踏切」

や「鉄道立体化の検討対象区間」、「鉄道立体化以外

の対策の検討対象区間」の抽出などを行い、令和７

（2025）年度を目標時期としています。 

 

ポストコロナ 

新型コロナウィルス感染症（COVID-19）の拡大が収

束した後のことを指し、アフターコロナともいわれ

ます。感染予防のための様々な行動変容などを経て、

ライフスタイルやワークスタイルの変化が定着し

た段階のことを指します。 

 

補正不燃領域率 

まちの「燃えにくさ」を表す指標であり、建築物の

不燃化や道路、公園などの空地の状況から算出する

不燃領域率に、まちにおける建築物同士の隣棟間隔

を考慮して補正した指標です。60％を上回ると延焼

による焼失率は０％に近づき、70％を超えると延焼

による焼失率はほぼ０となります。 

 

保存樹木 

市街地に残された屋敷林・社寺林や長い年月を経た

大径木など、地域共有の財産となっている良好な樹

木・樹林・竹林・生垣のことをいいます。 

 

保存樹木制度 

板橋区緑化の推進に関する条例に基づき、所有者の

同意を得て樹木・樹林・竹林・生垣を指定する制度

です。保存樹木等に指定されると、管理にかかる経

費の一部が助成されます。 

 

― ま ― 

まちづくり・いたばし２１（板橋区市街地整備方針） 

平成元（1989）年に、区の市街地整備などの物的計

画のマスタープランとして策定した計画です。 

平成４（1992）年の都市計画法の改定以前に策定し

たものであるため、都市計画法第 18 条の２に基づ

く法定計画（都市計画マスタープラン）ではありま

せん。 

 

まちづくり協議会 

区民・商店街、事業者による、地域の将来像や身近

な都市づくりの課題解決に向けた取り組みを進め

る地域主体の組織です。 

 

まちづくりプラン 

行政やまちづくり協議会などの団体が描いた、地区

単位のまちの将来像のことです。 

 

無電柱化 

道路から電柱をなくすことです。道路の地下空間に

電線共同溝を整備する電線類地中化や、表通りから

見えないように配線する裏配線などがあります。 

 

木造住宅密集地域 

震災時に延焼被害のおそれのある老朽木造建築物

が密集している地域のことです。東京都の防災都市

づくり推進計画では、以下の条件のいずれにも該当

する地域（町丁目）を木造住宅密集地域としていま

す。 

①昭和 55 年以前の老朽木造建築物棟数率 30%以上 

②住宅戸数密度 55 世帯/ha 以上 

③住宅戸数密度（３階以上共同住宅を除く。）45 世

帯/ha 以上 

④補補正不燃領域率 60%未満 

 

モビリティハブ 

様々な交通サービスの接続・乗り換え拠点です。乗

り換え機能だけでなく、人の交流の場や地域経済を

発展させる役割が期待されています。 

 

― や ― 

湧水保全地域制度 

東京都板橋区地下水及び湧水を保全する条例に基

づき、区民や事業者などと連携して、健全な水循環
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を取り戻すため、区民共有の貴重な資源である地下

水及び湧水を保全する湧水保全地域を指定する制

度です。 

 

ユニバーサルデザイン 

年齢、性別、国籍、文化の違い、障害の有無などに

よらず、最初から、すべてのひとにとってわかりや

すく、使いやすく環境や、製品、サービスを設計す

ることをいいます。 

 

用途地域 

都市計画法に基づいて定める土地利用規制（地域地

区）のひとつで 13 種類あります。土地の合理的利

用を図り、都市機能の向上や良好な市街地環境の維

持・形成を図るために、建築物の用途や容積率、建

蔽率、高さなどを制限するために指定するものです。 

 

― ら ― 

立地適正化計画 

都市再生特別措置法及び地域公共交通活性化再生

法に基づき、都市全体の構造を見渡しながら、居住

機能や医療・福祉・商業などの都市機能の誘導と持

続可能な移動手段の確保・充実を連携させて推進す

るための計画です。 

 

流通業務団地 

道路交通混雑などの制約要因に対して、可能な限り

の共同集約化を図る必要があるため、トラックター

ミナル、卸売市場、倉庫などと関連する事務所・店

舗などの流通業務施設及びこれらを連絡する道路

などの公共施設が一体的に立地する施設のことで

す。東京都内では４箇所が都市計画決定されており、

区内には「西北部流通業務団地」（高島平六丁目地

内）があります。 

 

レインガーデン 

周囲からの雨水を集めて一時的に貯留し、時間をか

けて浸透させる機能を持った植栽空間のことです。 

 

― A～Z ― 

AI（エーアイ）カメラ 

人工知能（AI）を搭載したカメラのことで、映像・

画像をリアルタイムで解析するものです。例えば、

ひとの動きを映像・画像から分析して効率的で柔軟

な都市空間を活用し、不審な行動や通常とは異なる

動き・状態を即座に認識して安全安心なまちづくり

につなげるなど、様々な活用が期待されています 

IoT（アイ・オー・ティー） 

「Internet of Things」の略称で、様々なモノにセ

ンサーと通信機能を持たせ、インターネットを介し

て住宅・建物、車、家電製品、電子機器などをデー

タでつなぎ、相互に情報交換する仕組み・技術のこ

とです。膨大なデータが収集・活用されることによ

り、これまでになかった様々なビジネスやサービス

などが生まれています。 

 

ICT（アイ・シー・ティー） 

情報通信技術（Information and Communication 

Technology）の略称で、情報・知識の共有に焦点を

当てており、「人と人」「人とモノ」の情報の通信（伝

達）が、IT（Information Technology）よりも強調

されています。 

 

SDGs 未来都市 

内閣府が SDGs の達成に向けた取組を積極的に進め

る自治体を公募し、優れた提案を行った自治体を選

定する制度です。区は「絵本がつなぐ『ものづくり』

と『文化』のまち～子育てのしやすさが定住を生む

教育環境都市～」をテーマとして提案し、その取組

が認められました。 

 

Society5.0（ソサエティー5.0）で実現する社会 

IoT で全ての人とモノがつながり、ロボットや自動

走行車などの技術で可能性がひろがり、人工知能

（AI）で必要な情報が必要な時に提供され、技術革

新により様々なニーズに対応できる社会のことで

す。 
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板橋区基本構想において、区が将来像 

「未来をひらく 緑と文化のかがやくまち “板橋”」の 

実現に向けて掲げた「９つのめざす姿」を 

視点ごとに象徴したものです 

９つのめざす姿 

（都市づくり）のシンボル 



 

 


